
駐車監視員資格者講習及び修了考査の実施について

１ 講習及び修了考査日時

（１）講習

令和７年１０月２０日（月）及び２１日（火）の各日午前９時１５分から

午後６時まで

（２）修了考査

令和７年１０月２８日（火）午前９時３０分から午前１０時３０分まで

２ 講習及び修了考査の場所

千葉市中央区中央４丁目１３番１０号 千葉県教育会館２０３会議室

３ 受講定員

１００人

４ 講習応募方法

受講を希望する方は、往復はがきにて応募してください。応募期間中であっ

ても、応募者が受講定員になり次第、受付を終了します。結果につきましては、

８月１４日以降、応募者全員に通知します。

（１）応募期間

令和７年７月１日（火）から同年８月１２日（火）までの間

注：１ 応募期間までの消印があるものに限り有効とします。

２ 受講定員を超えた場合は、応募期間にかかわらず締切りとします。

（２）応募先

郵便番号２６０－８６６８

千葉市中央区長洲１丁目９番１号

千葉県警察本部交通部交通指導課駐車対策センター

（３）往復はがき記載要領

、 （ ）、 、 、受講を希望する旨及び受講希望者の住所 氏名 フリガナ 年齢 連絡先

電話番号並びに返信先を明記してください。
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【返信面】

郵 便 番 号 記 載

連絡先電話番号
携帯番号 （ ）
自宅番号 （ ）

（左側） （右側）

注：１ 記載面の誤りや年齢の記載忘れに注意してください。

２ 応募は１人１通とし、複数の応募は無効とします。

（４）受講者決定通知

受講希望者に対する決定等の連絡は、返信用はがきにてお知らせします。

ア 受講が決定した方は、受講申込要領の詳細について、返信用はがきで通

知しますので、指定された期間、場所において講習の受講申込みの手続を

行ってください。

イ 定員超過等の理由により、受講できない方については、その旨を返信用

はがきにて通知します。

ウ 定員超過による受付終了については、千葉県警察ホームページ上でもお

知らせします。

５ 受講手続

（１）提出書類

受講を希望する方は

① 駐車対策センターが通知した返信用はがき（受講者決定通知）

② 駐車監視員資格者講習受講申込書

③ 注意事項確認書

④ 写真１枚（受講申込み前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景の縦の長さ３センチメ－トル、横の長さ２．４センチメ－トルのもの）

を提出してください。

注：１ 郵便又は信書便による申込みは、無効となります。

、 。２ 代理申請の場合は 上記のほかに申込書それぞれに委任状が必要です

３ 駐車監視員資格者講習受講申込書（千葉県道路交通法施行細則別

記様式第４号様式の３）及び注意事項確認書（確認事務の委託の手

続等に関する事務取扱要領様式第２３号）は、千葉県警察ホームペ

ージ／申請・届出／申請書ダウンロード／交通指導課に掲載してい

ます。また、提出先にも用意してあります。

（２）受付期間

令和７年８月２５日（月）から同年９月１２日（金）まで（ただし、土曜

応

募

者

住

所

応
募
者
氏
名

フ
リ
ガ
ナ

年

齢

返信

（

折

り

目

）

応
募
者
住
所

応
募
者
氏
名

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
希
望



日、日曜日及び祝日を除く ）の各日午前９時から午後３時３０分まで。

（３）受講申込書の提出先

千葉市中央区長洲１丁目９番１号

千葉県警察本部交通部交通指導課駐車対策センター

（４）受講手数料

ア 受講手数料（講習及び修了考査）

２０ ０００円,
イ 納入時期及び納入方法

により、駐車監視員資格者講習受講申込書提出キャッシュレス決済及び現金

時に納入してください。

なお、キャッシュレス決済の詳細については、千葉県警察ホームページを確認

してください。

（５）留意事項

ア 受付終了後、受講手数料は返還できませんので、ご了承ください。

イ 当センターが通知した返信はがきは、受講申込みの際に必要となります

ので、紛失には十分注意してください。また、受講申込み時に本人確認を

させていただきますので、証明できる物（運転免許証等）をお持ちくださ

い。代理申込の場合は、受講申込に関する委任状を作成し、代理人と受講

者の関係を明らかにしてください。

なお、返信はがきは、本人のみ有効です。他に譲渡した場合は、無効と

なります。

ウ 講習は、各日７時間で計１４時間となります。欠講した場合は、修了考

査を受けることができません。

エ 修了考査は正誤式５０問で、合格基準は９０パーセント以上です。また、

修了考査後、合否判定・修了証明書の交付などで、当日は、午後２時３０

分頃までかかる予定ですので、ご了承ください。

（６）その他

ア 講習及び修了考査の当日が悪天候等で、公共交通機関に大幅な遅延が生じ

た場合は、実施時間等を変更することがありますので、ご了承ください。

イ 駐車監視員資格者証を取得できる方は、駐車監視員資格者講習を受講し、

かつ修了考査に合格した方のみとなり、駐車監視員資格者証交付申請手続

（手数料９ ９００円）が別途必要となります。,
詳細については、修了考査合格者に対し説明します。

ウ 駐車監視員資格者証を取得しても、確認事務の委託を受けた法人に採用

となり、選任を受けない限り、駐車監視員の活動はできません。

エ のどの痛み、発熱、咳が出るなど体調が悪い方は、受講を控えていただき

ますようお願いします。

本件問合せ先

千葉県警察本部交通部交通指導課

駐車対策センター駐車企画係

電話０４３－２０１－０１１０（代表）


